
  

2024年３月吉日 

お客様各位 

栃木信用金庫 

 ウェルネス休暇（特別休暇）の創設について 

栃木信用金庫は、働き方改革の一環として2024年４月1日より、職員の健康を 

重視した休暇「ウェルネス休暇」を創設いたします。 

当金庫は、役職員が私心身ともに健康であるために健康維持・増進に全力で取組み健全な

職場環境づくりをこれからも目指してまいります。 

記 

1． ウェルネス休暇 

① 役職員の健康を重視した休暇として年間３日間（半日単位も可能）を付与 

② 健康診断・人間ドックでの受診および再検査、ワクチン接種、つわり、更年期不調 

不妊治療、生理等を対象 

 ２．対象者 

   全役職員（パート職員も含む） 

以上 


